
近
世
三
井
家
同
苗
の
勤
番
制
度

松

尾

店源

一

　
三
井
家
は
鴻
池
家
・
住
友
家
な
ど
と
と
も
に
近
世
中
・
後
期
の
大
商
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
三
井
家
同
苗
が
店
方
制
度
確

立
の
の
ち
、
如
何
に
店
務
に
た
ず
さ
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
勤
番
制
度
に
限
定
し
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
井
家
の
発
展
は
寛
文
・
延
宝
期
ご
ろ
か
ら
の
商
品
経
済
の
全
国
的
発
展
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
三
井
家

の
急
速
な
成
長
を
考
え
る
上
で
、
創
業
期
に
合
理
的
な
商
法
を
と
っ
た
こ
と
を
見
落
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
現
銀
安
売
掛
直
な
し
」
と
い
わ
れ
る
商
法
で
、
薄
利
多
売
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
一
部
の
商
家

で
は
こ
の
方
法
が
と
ら
れ
て
い
た
が
、
当
時
の
一
般
的
商
習
慣
は
、
商
品
を
得
意
先
の
屋
敷
な
ど
に
持
参
し
て
販
売
す
る
「
屋
敷
売
り
」

や
、
得
意
先
を
ま
わ
っ
て
注
文
を
と
り
品
を
届
け
る
「
見
世
物
商
い
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
支
払
い
も
年
二
回
の
二
節
季
払
い
や
、
年

一
回
の
極
月
払
い
な
ど
の
「
掛
け
売
り
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
は
商
品
代
価
が
割
高
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
三
井
家
越
後
屋

呉
服
店
は
、
こ
れ
ら
の
商
法
を
排
し
て
店
頭
で
の
販
売
「
店
前
売
り
」
を
実
施
し
、
現
金
決
済
を
原
則
と
し
た
。
こ
の
商
法
は
、
創
業
当

初
、
武
家
や
富
裕
町
人
な
ど
に
特
定
の
顧
客
を
持
た
ず
、
か
つ
資
本
も
小
さ
な
越
後
屋
が
、
不
特
定
で
は
あ
っ
て
も
多
数
の
購
売
者
を
獲

得
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
現
金
決
済
は
資
本
の
回
転
を
早
め
、
仕
入
れ
に
お
い
て
も
現
金
決
済
す
る
こ
と
を
可
能
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に
し
た
。
そ
れ
は
安
く
商
品
を
仕
入
れ
、
同
業
者
よ
り
低
廉
な
価
格
で
販
売
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
越
後
屋
は
、
こ
の
薄

利
多
売
を
基
本
と
す
る
商
法
の
結
果
、
幅
広
い
顧
客
層
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
延
宝
元
年
の
創
業
か
ら
わ
ず
か
十
年
程
度
の
短
期
間
で

江
戸
で
も
有
数
の
呉
服
商
に
成
長
し
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
、
江
戸
・
京
に
呉
服
物
仕
入
店
や
両
替
店
を
開
業
し
、
貞
享
四
年
に
は
幕
府
の
呉
服
御
用
を
命
ぜ
ら
れ
、
商
人
と
し
て
の
格

式
は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
た
。
元
禄
四
年
に
は
大
坂
に
呉
服
店
を
開
店
し
、
三
都
に
事
業
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
三
井
家
の
発
展
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
っ
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
大
坂
御
金
蔵
銀
御
為
替
を
請
け
負
っ
た
。
こ
れ
は
、
幕
府
の
大
坂
御
金
蔵
に
納
め
ら
れ
た
金
銀

を
上
方
・
江
戸
両
地
間
の
商
人
の
為
替
取
引
に
よ
っ
て
江
戸
御
金
蔵
へ
送
金
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
為
替
を
請
負
う
商
人
は
無
利

息
の
多
額
の
金
銀
を
一
定
期
間
（
多
く
は
九
十
日
間
）
自
由
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
そ
の
金
銀
を
上
方
商
人
へ
下
為
替
と
し
て
取

組
む
場
合
に
公
的
に
纏
を
保
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
・
ま
た
自
己
纂
を
黛
替
金
銀
の
沓
で
貸
し
付
け
、
安
全
に
利
殖
す
る
乞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
8

と
も
行
な
い
得
た
。
御
為
替
三
井
組
と
し
て
こ
の
御
為
替
業
務
を
請
け
負
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
三
井
家
は
事
業
資
本
を
一
躍
増
大
さ
せ
、

そ
れ
ま
で
呉
服
業
の
補
助
業
務
的
性
格
で
あ
っ
た
両
替
業
を
三
井
家
事
業
の
二
本
柱
の
一
つ
と
し
て
発
展
さ
せ
、
ひ
い
て
は
三
井
家
に
金

融
資
本
と
し
て
の
性
格
を
も
た
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
三
井
家
は
商
業
資
本
と
し
て
急
速
な
発
展
を
と
げ
、
さ
ら
に
特
権
的
金
融
資
本
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
両
者
の
有
機
的
結
合
に
よ
っ
て
巨
大
な
資
本
蓄
積
を
行
な
い
、
「
日
本
一
の
商
人
」
（
「
世
事
見
聞
録
」
）
と
称
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
商
人
に

成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

二

事
業
の
発
展
に
よ
り
三
井
家
は
元
禄
期
ま
で
に
、
本
貫
の
地
で
あ
る
伊
勢
松
坂
店
の
ほ
か
、
京
・
江
戸
・
大
坂
な
ど
に
多
く
の
営
業
店



を
も
つ
に
至
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
営
業
店
は
創
業
以
来
、
三
井
家
の
家
祖
高
利
に
よ
っ
て
統
轄
さ
れ
、
そ
の
子
高
平
・
高
富
・
高
治
・
高
伴
の
四
人
が
三
都
・
層

松
坂
の
各
営
業
店
に
配
属
さ
れ
店
務
に
あ
た
っ
た
。
元
禄
七
年
、
高
利
が
病
殻
す
る
と
事
業
の
統
轄
は
高
平
ら
兄
弟
の
集
団
体
制
と
な
っ

た
が
、
各
営
業
店
の
店
務
は
従
来
通
り
、
彼
ら
兄
弟
の
分
担
に
よ
っ
て
い
た
。

　
事
業
規
模
の
拡
大
、
営
業
店
の
分
散
は
当
然
経
営
管
理
の
複
雑
化
を
も
た
ら
し
、
事
業
統
轄
の
重
要
性
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
店
務
を

分
掌
し
な
が
ら
事
業
全
体
を
統
轄
し
、
事
業
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
困
難
な
事
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
元
禄
十
六
年
、
創
業
期
か
ら
の

奉
公
人
で
あ
り
、
呉
服
店
支
配
人
の
地
位
に
あ
っ
た
中
西
宗
助
の
建
議
に
よ
り
、
各
営
業
店
の
店
務
は
上
級
奉
公
人
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
高

平
ら
三
井
家
同
苗
は
事
業
統
轄
に
専
念
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
事
業
所
た
る
各
営
業
店
と
三
井
家
同
苗
の
住
居
は
分
離
さ
れ
、

各
店
は
上
級
奉
公
人
を
経
営
責
任
者
と
す
る
完
全
な
事
業
所
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
当
時
と
し
て
特
に
珍
し
い
制
度
で
は
な
い
。
当
時
す
で
に
老
舗
に
お
い
て
は
主
人
は
家
業
を
統
轄
す
る
だ
け
の
存
在
で
あ

る
こ
と
が
多
く
、
店
務
は
番
頭
な
ど
上
級
奉
公
人
が
執
行
す
る
、
い
わ
ゆ
る
店
方
制
度
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
店
と
主
人
の
住
居
部
分
で

あ
る
奥
と
は
分
離
さ
れ
、
主
人
た
り
と
い
え
ど
も
経
営
に
関
し
て
上
級
奉
公
人
の
補
佐
を
う
け
る
こ
と
が
一
般
的
慣
習
と
な
っ
て
い
た
。

　
三
井
家
に
お
い
て
も
こ
の
店
方
制
度
を
と
り
入
れ
、
店
の
実
務
は
支
配
人
ら
上
級
奉
公
人
に
任
せ
る
体
制
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
す

で
に
三
都
・
松
坂
に
多
く
の
営
業
店
を
も
っ
て
い
た
三
井
家
が
こ
の
体
制
に
切
り
換
え
た
こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
中
西
宗
助
の
意
見
に
よ
り
事
業
組
織
の
整
備
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
同
種
の
事
業
で
あ
っ
て
も
、
江
戸
・
京
・
大
坂
の
各

店
は
別
個
の
経
営
体
と
し
て
存
在
し
て
い
た
が
、
宝
永
二
年
、
京
・
江
戸
の
呉
服
店
を
一
つ
の
経
営
体
に
統
合
し
、
そ
の
後
、
大
坂
呉
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
だ
な
い
ち
ま
き

店
・
京
上
之
店
・
江
戸
綿
店
な
ど
呉
服
店
系
の
諸
店
も
統
合
し
て
、
本
店
｝
巻
と
呼
ば
れ
る
呉
服
店
系
経
営
組
織
が
成
立
し
た
。
ま
た
両

替
店
も
享
保
四
年
、
京
・
江
戸
・
大
坂
の
両
替
店
が
一
経
営
体
に
統
合
さ
れ
て
両
替
店
一
巻
を
形
成
し
、
元
文
期
に
両
替
店
の
支
配
下
に
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第
一
表

大
元
方
1

1
本
店
一
巻

ー
両
替
店
一
巻

1
松
坂
店 　

（
店
舗
名
）

1
京
本
店

1
江
戸
本
店

－
大
坂
本
店

－
江
戸
向
店

－
江
戸
芝
口
店

－
京
上
之
店

－
京
勘
定
所

1
京
紅
店

i
江
戸
糸
見
世

－
京
両
替
店

ー
大
坂
両
替
店

ー
江
戸
両
替
店

－
京
　
糸
　
店

ー
京
間
之
町
店

〔
中
井
信
彦
「
三
井
家
の
経
営
」
（
社
会
経
済
史
学
3
1
1
6
）

　
　
（
店
名
前
）

越
後
屋
八
郎
右
衛
門

　
　
　
〃

　
　
　
〃

越
後
屋
八
郎
兵
衛

越
後
屋
八
助

越
後
屋
善
左
衛
門

越
後
屋
八
郎
右
衛
門

越
後
屋
則
右
衛
門

越
後
屋
善
左
衛
門

三
井
三
郎
助

三
井
元
之
助

三
井
次
郎
右
衛
門

越
後
屋
喜
右
衛
門

日
野
屋
治
郎
兵
衛

三
井
則
右
衛
門

　
　
　
に
よ
る
〕

的
関
係
に
あ
っ
た
。
一
般
の
商
家
同
族
団
に
み
ら
れ
る
事
業
経
営
に
お
け
る
惣
領
家
の
極
端
な
優
位
性
や
、

は
三
井
家
に
お
い
て
は
稀
薄
で
、
極
端
な
家
格
差
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
三
井
家
同
苗
十
一
家
は
三
井
家
の
全
資
産
を
共
有
し
、
共
同
し
て
事
業
の
統
轄
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
事
業
資
本
の
細
分
化
を
防

止
し
、
ま
た
経
営
上
の
諸
問
題
を
共
同
し
て
克
服
し
、
現
在
ま
で
三
井
家
を
存
続
さ
せ
る
基
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
同
苗
資
産
の
管

あ
っ
た
生
糸
問
屋
二
店
を
加
え
て
、
両
替
店
系
経
営
組
織
が
成
立
し

た
。
こ
の
両
者
と
松
坂
店
の
三
つ
は
宝
永
七
年
に
設
置
さ
れ
た
三
井
家

事
業
の
統
轄
機
関
で
あ
る
大
元
方
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
一
表
は
三
井
家
の
事
業
が
ほ
ぼ
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
元
文
期
以

降
の
三
井
家
の
事
業
組
織
で
あ
る
。

　
さ
て
三
井
家
同
苗
組
織
に
つ
い
て
は
、
中
田
易
直
氏
の
「
享
保
期
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

お
け
る
三
井
同
族
組
織
の
成
立
」
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

本
稿
で
は
そ
の
概
略
の
み
を
記
す
。

　
享
保
期
に
成
立
し
た
三
井
家
同
苗
の
組
織
は
、
家
祖
高
利
の
男
子
の

系
統
で
あ
る
本
家
六
軒
（
北
家
・
伊
皿
子
家
・
新
町
家
・
室
町
家
・
南
家
・

小
石
川
家
）
と
、
三
井
家
同
苗
と
特
別
な
縁
故
を
も
つ
同
苗
女
子
の
系
統

で
あ
る
連
家
五
軒
（
松
坂
家
・
鳥
居
坂
家
・
小
野
田
家
・
家
原
家
・
長
井
家
）

の
合
せ
て
十
一
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
同
苗
十
一
家
は

　
　
　
　
（
4
）

「
兄
弟
一
致
」
の
家
憲
の
精
神
に
基
づ
き
事
業
経
営
に
つ
い
て
は
対
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
分
家
の
惣
領
家
へ
の
従
属
性
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理
．
運
用
と
事
業
統
轄
に
あ
た
っ
た
機
関
が
大
元
方
で
、
店
方
制
度
へ
転
換
し
た
の
ち
の
宝
永
七
年
に
京
都
に
設
置
さ
れ
た
。
三
井
家
同

苗
と
上
級
奉
公
人
数
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
本
家
六
軒
の
う
ち
か
ら
指
導
的
立
場
に
あ
る
者
を
「
親
分
」
に
選
任
し
、
ま
た
同
苗
中
の

長
老
三
名
を
「
頭
領
役
」
と
し
て
親
分
の
補
佐
に
あ
た
ら
せ
た
。

　
大
元
方
で
は
毎
月
四
日
夜
に
「
両
替
店
寄
会
」
を
、
六
日
夜
に
「
本
店
寄
会
」
を
開
き
、
経
営
に
つ
い
て
評
議
し
、
店
々
の
決
算
、
人

事
、
商
品
の
吟
味
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
が
、
同
時
に
同
苗
に
関
す
る
事
項
も
評
議
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
大
元
方
は
経
営
面
の
最
高

機
関
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
苗
に
関
す
る
最
高
機
関
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
大
元
方
は
三
井
家
同
苗
の
共
有
資
産
を
事
業
資
本
・
営
業
資
金
と
し
て
各
営
業
店
へ
貸
付
け
た
。
そ
れ
は
半
季
毎
に
決
算
さ
れ
、

一
定
率
の
配
当
金
や
貸
付
資
金
の
利
息
が
大
元
方
に
上
納
さ
れ
て
、
資
産
の
増
殖
が
行
な
わ
れ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
大
元
方
の
性
格
に
つ
い
て
現
在
、
　
「
持
株
会
社
」
的
性
格
を
も
つ
機
関
と
考
え
る
む
き
と
、
大
元
方
は
各
営
業
店
に
対
し
て
無
限

翼
雛
縫
襲
瓢
篇
↑
縫
襲
糠
本
店
に
あ
た
、
も
の
、
す
る
考
兄
が
相
対
立
し
て
い
↓

三

　
店
方
制
度
へ
の
移
行
後
、
三
井
家
同
苗
は
各
営
業
店
を
分
掌
す
る
こ
と
か
ら
解
放
さ
れ
、
大
元
方
を
通
し
て
経
営
に
参
画
し
、
店
務
に

わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
事
業
の
統
轄
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同
苗
が
ま
っ
た
く
営
業
店
と
無
縁
に
な
っ
た
わ

け
で
は
な
い
。

　
三
井
家
同
苗
は
三
都
の
営
業
店
に
勤
務
す
る
制
度
で
あ
る
勤
番
制
度
に
よ
っ
て
、
一
定
年
齢
の
間
は
各
営
業
店
で
の
勤
務
を
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
た
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
享
保
十
五
年
、
家
原
政
俊
が
同
苗
に
加
え
ら
れ
た
時
の
「
元
方
触
」
に
、

　
　
家
原
治
兵
衛
儀
、
相
談
の
上
、
今
度
同
苗
の
列
申
渡
し
候
、
依
之
向
後
京
・
江
戸
．
大
坂
店
々
勤
番
申
付
候
積
り
に
候
、

と
あ
り
、
同
苗
の
列
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
諸
営
業
店
へ
出
勤
し
、
店
務
に
た
ず
さ
わ
る
義
務
が
生
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
勤
番
制
度
の
大
要
は
、
享
保
七
年
に
制
定
さ
れ
た
近
世
三
井
家
の
基
本
的
家
憲
で
あ
る
「
宗
竺
遺
書
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
子
孫
家
業
入
見
習
之
事

　
一
男
子
十
弐
三
才
よ
り
京
本
店
に
差
置
、
子
と
も
同
前
ほ
と
に
致
さ
せ
、
諸
事
仕
入
方
見
習
せ
、
十
五
よ
り
江
戸
本
店
へ
遣
し
、
二
三

　
　
年
相
勤
、
初
登
り
致
、
在
京
之
内
又
本
店
に
差
置
、
此
節
者
一
方
の
買
方
承
り
、
帳
面
当
り
等
役
目
相
勤
さ
せ
、
二
十
よ
り
又
江
戸

　
　
へ
差
下
、
－
此
度
者
本
店
に
て
一
方
之
役
儀
請
取
、
帳
面
等
之
儀
委
ク
呑
込
、
二
十
四
五
に
て
登
り
、
本
店
へ
前
の
こ
と
く
相
勤
、
買

　
　
方
・
帳
面
等
之
儀
を
相
覚
へ
、
其
内
一
年
大
坂
へ
罷
下
り
、
第
一
呉
服
店
差
置
候
て
、
呉
服
方
之
儀
不
及
申
、
両
替
店
．
綿
店
買
方

　
　
見
習
、
又
廿
八
九
に
て
江
戸
へ
下
り
、
此
度
者
綿
店
罷
在
一
切
を
見
覚
、
此
節
上
州
又
者
郡
内
．
山
方
買
物
に
所
々
見
廻
り
見
覚
可

　
　
申
候
、
尤
二
十
以
上
者
店
々
罷
在
候
内
所
之
目
録
の
節
者
支
配
人
と
立
会
、
勘
定
致
し
方
自
身
手
掛
、
尤
判
形
仕
可
差
出
候
、
右
之

　
　
内
一
ケ
年
計
京
都
両
替
店
に
も
相
勤
可
申
候
、
三
十
以
上
者
夫
よ
り
親
分
の
者
勤
方
差
図
可
申
付
候
間
、
其
旨
相
心
得
可
申
事
、

　
右
の
如
く
、
同
苗
男
子
は
十
二
二
二
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
の
間
、
京
本
店
．
江
戸
本
店
．
大
坂
諸
店
．
京
両
替
店
．
江
戸
綿
店
へ
勤
番

し
、
年
齢
に
応
じ
て
仕
入
れ
や
帳
簿
つ
け
、
店
の
決
算
な
ど
の
業
務
を
修
熟
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
の
後
元
文
二
年
に
制
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
「
同
苗
店
々
勤
方
定
目
」
は
、
同
苗
の
勤
番
に
関
す
る
基
本
的
規
則
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
次
の
様
に
あ
る
。

　
　
甥
子
共
十
三
四
歳
よ
り
京
本
店
へ
勤
方
申
渡
、
家
業
之
儀
習
学
為
致
候
、
依
之
店
子
共
同
前
二
其
業
二
至
極
打
は
ま
り
、
井
諸
職
人

　
　
之
仕
業
等
迄
も
先
キ
く
江
相
廻
り
見
お
よ
ひ
鍛
錬
可
致
事
二
候
、
扱
亦
十
五
歳
已
上
者
江
戸
三
店
之
内
江
指
下
一
ヶ
年
相
勤
、
其

　
　
上
二
而
元
服
致
さ
せ
、
夫
よ
り
又
京
都
江
罷
登
一
ヶ
年
京
本
店
二
相
勤
さ
せ
、
其
後
者
江
戸
三
店
・
大
坂
本
店
へ
隔
年
二
相
勤
、
勿
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論
京
・
江
戸
・
大
坂
両
替
店
へ
も
相
詰
申
建
二
而
有
之
候
、
則
是
迄
我
々
共
右
之
通
相
勤
来
候
、

　
右
の
規
定
は
「
宗
竺
遺
書
」
と
多
少
差
異
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
勤
番
制
度
の
確
立
の
過
程
に
お
い
て
整
備
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ

・
つ
。

　
こ
の
勤
番
に
よ
っ
て
同
苗
子
弟
は
三
井
家
の
諸
事
業
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
、
実
務
を
学
び
、
将
来
の
三
井
家
の
事
業
統
轄
者
と
し
て

成
長
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
三
井
家
同
苗
の
一
人
を
例
に
と
り
上
げ
、
そ
の
勤
番
先
を
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
新
町
家
第
三
代
三
井
高
弥
は
享
保
四
年
に
京
都
で
生
ま
れ
、
の
ち
明
和
七
年
五
十
二
歳
の
時
大
元
方
親
分
に
就
任
し
た
が
、
左
の
通
り

各
店
へ
の
勤
番
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
享
保
十
六
年
（
1
3
歳
）
京
本
店
（
二
年
半
）

　
　
　
十
八
年
（
1
5
歳
）
江
戸
（
一
年
）

　
　
　
十
九
年
（
1
6
歳
）
京
（
一
年
半
）

　
元
文
元
年
（
1
8
歳
）
江
戸
（
一
年
）

　
　
　
二
年
（
1
9
歳
）
京
（
二
年
）

　
　
　
四
年
（
2
1
歳
）
大
坂
（
半
年
）
京
（
半
年
）

　
　
　
五
年
（
2
2
歳
）
江
戸
（
一
年
）

　
寛
保
元
年
（
2
3
歳
）
京
（
一
年
）

　
　
　
二
年
（
2
4
歳
）
江
戸
（
半
年
）
京
（
二
年
）

　
延
享
元
年
（
2
6
歳
）
江
戸
（
一
年
）

　
　
　
二
年
（
2
7
歳
）
京
（
二
年
）
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右
の
勤
番
の
問
、
高
弥
は
本
店
・
両
替
店
や
、
御
為
替
業
務
を
勤
め
て
三
井
家
事
業
の
諸
実
務
を
習
学
し
、
延
享
四
年
二
十
九
歳
の
時

大
元
方
に
列
し
、
事
業
統
轄
の
評
議
に
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
三
十
歳
前
後
ま
で
の
勤
番
中
、
同
苗
は
各
営
業
店
に
お
い
て
い
か
な
る
待
遇
を
う
け
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
業
務
に
た
ず
さ
わ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

た
か
に
つ
い
て
は
、
先
の
「
宗
竺
遺
書
」
の
規
定
な
ど
か
ら
も
知
ら
れ
る
が
、
江
戸
本
店
「
内
用
記
」
の
天
明
元
年
三
月
条
に
次
の
様
に

あ
る
。

　
一
、
最
初
子
供
立
之
節
、
於
店
表
、
店
子
供
同
前
二
相
勤
、
手
透
之
節
、
十
路
盤
・
裁
物
之
仕
方
稽
古
可
致
事
、
井
諸
職
人
方
江
相
廻

　
　
り
子
供
致
同
道
、
諸
事
見
覚
候
様
相
心
得
可
申
事
、

　
一
、
元
服
已
後
ハ
、
勤
方
手
代
共
同
前
二
、
札
掛
算
当
り
等
、
諸
事
勤
方
可
致
出
精
候
、
廿
五
六
オ
巳
上
ハ
、
頭
役
合
直
打
等
い
た
し
、

　
　
外
役
所
へ
も
相
廻
り
、
諸
事
二
致
鍛
練
候
様
相
心
得
可
被
申
候
、
勿
論
帳
合
場
歩
引
等
之
儀
相
覚
可
申
事
、

　
右
に
よ
れ
ば
、
同
苗
子
弟
は
元
服
以
前
は
店
子
供
（
一
般
に
言
う
丁
稚
）
同
様
の
勤
務
を
し
、
元
服
以
後
は
手
代
同
様
の
勤
務
を
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
間
同
苗
は
生
活
や
店
務
に
つ
い
て
各
店
の
支
配
人
の
指
導
を
う
け
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
「
同
苗
店
々
勤
方
定

目
」
に
「
勤
番
中
地
廻
神
社
江
参
詣
又
は
他
出
之
節
者
、
先
キ
く
井
帰
宅
刻
限
等
、
出
入
共
委
細
支
配
人
江
相
届
可
被
申
事
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ま
た
「
甥
子
共
店
々
勤
方
之
定
目
此
度
改
申
渡
候
間
、
勤
務
之
中
身
持
行
作
狸
無
之
様
店
々
支
配
人
急
度
相

守
、
若
存
寄
之
儀
等
有
之
節
者
無
遠
慮
可
申
達
候
、
万
一
不
都
合
之
儀
出
来
候
時
者
支
配
人
可
為
越
度
事
、
」
と
あ
り
、
店
々
の
支
配
人

に
監
督
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
勤
番
中
の
生
活
に
つ
い
て
左
の
通
り
規
定
し
て
い
る
。

　
一
、
能
・
喉
子
・
相
撲
、
此
等
者
同
苗
同
道
た
り
と
も
不
苦
間
鋪
候
、

　
一
、
芝
居
井
非
礼
之
場
へ
同
苗
同
道
之
儀
堅
無
用
二
候
、
（
後
略
）

　
一
、
（
前
略
）
但
習
学
之
為
二
勤
務
二
罷
越
居
申
事
二
候
得
者
、
江
戸
・
大
坂
勤
務
之
中
者
遊
芸
可
為
無
用
事
、
（
後
略
）
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〔
同
苗
店
々
勤
方
定
目
〕

　
こ
れ
ら
の
規
定
は
習
学
の
目
的
か
ら
そ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
若
年
の
同
苗
は
時
と
し
て
店
勤
務

を
怠
け
た
よ
う
で
あ
る
。
左
の
史
料
か
ら
も
そ
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。

　
一
、
両
替
店
之
儀
、
御
用
方
・
商
用
方
相
分
り
候
得
共
、
本
店
の
こ
と
く
役
所
分
り
無
之
儀
二
付
、
両
替
店
へ
出
勤
之
同
苗
一
方
引
請

　
　
可
相
勤
所
作
無
之
故
、
自
然
と
出
勤
怠
り
多
ク
可
罷
成
候
、
一
向
打
は
ま
り
相
勤
さ
せ
候
ハ
、
、
相
応
之
役
付
致
方
も
有
之
候
得
共
、

　
　
御
用
方
名
前
之
外
同
苗
之
儀
者
、
当
時
本
店
表
用
向
習
学
の
た
め
役
所
付
致
さ
せ
候
儀
二
付
、
両
替
店
へ
定
日
之
出
勤
申
渡
候
、
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
と
も
無
目
当
出
勤
候
而
者
暫
店
二
罷
在
候
迄
に
て
帰
宅
致
す
様
に
自
然
と
相
成
候
二
付
、
（
後
略
）
　
〔
三
ケ
所
両
替
店
同
苗
出
勤
式
〕

　
一
、
若
キ
同
苗
、
当
店
出
勤
之
儀
、
前
々
ハ
出
勤
料
と
て
も
無
之
処
、
中
古
為
励
日
々
出
勤
料
被
相
定
、
依
之
何
れ
も
早
朝
ヨ
リ
出
勤
、

　
　
七
ッ
時
分
迄
も
相
詰
候
事
二
候
、
然
ル
処
、
近
年
同
苗
之
内
、
心
得
違
二
て
不
情
成
者
も
有
之
、
不
将
之
至
二
候
、
店
表
出
勤
之
儀

　
　
ハ
、
商
用
方
為
勤
学
之
末
々
二
至
、
万
事
商
ひ
方
差
図
等
為
可
致
之
事
二
候
、
然
ル
を
其
無
心
得
致
不
情
候
事
、
有
間
敷
儀
有
之
、

　
　
（
後
略
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
内
用
記
〕

　
右
は
必
ず
し
も
三
井
家
同
苗
全
員
が
勤
務
・
習
学
に
熱
意
を
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
一
通
り
の
実
務
を
習
学
し
た
三
十
歳
以
上
の
同
苗
は
大
元
方
親
分
の
指
示
に
よ
り
京
・
江
戸
・
大
坂
の
各
店
や
、
大
元
方
の
会
所

へ
の
勤
務
し
、
三
十
五
・
六
歳
以
上
の
同
苗
は
「
内
用
記
」
に
「
三
拾
五
六
歳
ヨ
リ
巳
上
ハ
、
会
所
江
相
詰
、
諸
事
致
評
議
、
相
場
付
之
節

立
会
、
代
。
物
相
改
、
勿
論
江
戸
・
大
坂
ヨ
リ
為
差
登
候
見
合
物
等
吟
味
之
節
、
立
会
相
改
可
申
候
、
尤
諸
役
所
江
相
廻
り
、
諸
事
吟
味
可

致
事
、
」
と
あ
る
よ
う
に
、
京
の
会
所
に
勤
務
し
た
。
ま
た
享
保
十
八
年
の
「
宗
竺
同
苗
江
申
渡
書
付
」
に
「
同
苗
共
、
御
用
方
江
戸
勤

番
之
儀
は
、
四
十
有
余
を
限
、
相
勤
さ
せ
可
申
候
、
其
後
は
時
々
見
繕
と
し
て
、
二
三
ケ
月
の
逗
留
に
て
、
壱
人
宛
順
々
罷
下
り
可
申

事
、
」
と
規
定
し
、
江
戸
・
大
坂
へ
の
勤
番
は
四
十
歳
程
度
ま
で
と
し
、
そ
の
後
は
京
の
会
所
勤
務
や
諸
店
の
廻
勤
を
主
と
し
、
時
に
江
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戸
・
犬
坂
諸
店
へ
廻
勤
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
す
で
に
業
務
に
習
熟
し
た
三
十
歳
代
半
ば
以
上
の
同
苗
は
事
業

統
轄
を
主
と
し
た
勤
務
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
江
戸
．
大
坂
へ
の
動
番
者
（
他
国
勤
番
）
と
松
坂
居
住
の
同
苗
を
除
く
同
苗
は
京
都
に
居
住
し
、
京
諸
店
へ
廻
勤
し
て
い
た
が
、
享
保
十

八
年
に
定
め
た
京
六
店
へ
の
同
苗
の
廻
勤
の
月
間
日
程
を
ま
と
め
た
も
の
が
第
二
表
で
あ
る
。
第
二
表
に
よ
れ
ば
、
八
郎
右
衛
門
は
月
に

三
日
本
店
へ
出
勤
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
八
郎
右
衛
門
が
北
家
三
代
高
房
（
当
時
五
十
歳
）
で
、
父
高
平
と
と
も
に
事
業
統

轄
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
他
の
六
名
は
、
治
兵
衛
政
俊
（
二
十
七
歳
）
が
八
日
間
、
八
郎
兵
衛
高
方
（
四
十

六
歳
）
が
十
一
日
間
、
庄
之
助
高
勝
（
四
十
二
歳
）
・
三
郎
助
高
副
（
四
十
一
歳
）
・
治
郎
右
衛
門
高
博
（
三
十
三
歳
）
・
萬
蔵
高
美
（
十
九
歳
）
が

十
五
日
間
で
、
そ
の
出
勤
先
は
多
少
偏
よ
っ
て
は
い
る
が
一
店
の
み
出
勤
者
は
八
郎
右
衛
門
の
み
で
あ
り
、
習
学
の
年
齢
で
あ
る
治
兵
衛

禽
撃
除
く
五
名
は
・
妻
統
轄
的
役
割
を
に
な
っ
て
各
店
を
廻
勤
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
・
ま
た
店
廻
誓
で
な
い
日
は
会
所
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
6

詰
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
当
時
十
四
歳
以
上
の
三
井
家
十
家
（
長
井
家
は
未
成
立
）
の
同
苗
男
子
は
十
五
名
で
、
江
戸
勤
番
・

大
坂
勤
番
各
一
名
、
松
坂
店
三
名
、
隠
居
三
名
を
除
く
七
名
が
第
二
表
の
人
々
で
あ
る
。

　
三
井
家
同
苗
は
共
有
資
産
の
割
歩
に
応
じ
て
生
活
費
た
る
賄
料
が
支
給
さ
れ
、
ほ
か
に
隠
居
料
・
養
育
料
・
9
各
種
役
料
や
、
婚
礼
・
普

請
な
ど
の
臨
時
費
用
が
大
元
方
か
ら
支
給
さ
れ
て
い
た
。
同
苗
の
勤
番
に
対
し
て
も
、
他
国
勤
番
に
は
年
齢
や
本
家
・
連
家
の
別
に
応
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

て
役
料
と
し
て
の
小
遣
な
ど
が
支
給
さ
れ
た
。
ま
た
延
享
四
年
秋
に
制
定
さ
れ
た
「
大
元
方
定
式
」
に
は
京
都
各
店
へ
出
勤
す
る
同
苗
に

「
京
都
店
々
江
同
苗
出
勤
料
」
を
支
給
す
る
左
の
規
定
が
み
ら
れ
る
。

一
驕
百
銀
四
匁
三
分
宛

　
　
右
、
本
店
．
両
替
店
井
連
店
へ
朝
四
ッ
ヨ
リ
致
出
勤
、
七
ッ
迄
相
詰
候
を
一
日
之
建
也
、
尤
店
々
二
有
之
出
勤
帳
之
日
数
を
以
相
渡
し

　
　
可
申
事
、



第二表

日 1　2　3　4　5　6 7　　8　　9　10　11　12　13　14　15　16　17　18　19　20　21　22　23　24　25　26　27　28　29　30　，

八郎右衛門
i高房）

本 本 本

八郎兵衛
i高方） 両　　　本

糸
　
本
間 本両　　　　本

　上
{・　本両
@紅

庄　之　助
i高勝） 本両本本 本 本両　　　　本　　本本本 両　　本本 本

三　郎　助
i高副） 両本両 両本 両本両　　　両　　本　　　両 両　　両本 両

治郎右衛門
i高博） 両　　本両 本 本両　　　両両本両両 両　　両本 両

治　兵衛
i政俊） 本両 本 両　　　　　　　本　　　本 両　　　本

萬　　　蔵
i高美） 両　　　本

糸・本本

ﾔ
本　　本両　　　　本

　　上
{本・　本両
@　紅

本
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本：本店，両：両替店，糸：糸店，間：間之町店，紅：紅店t．上：上之店である。

卜
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「
学
印
」
と
は
元
服
か
ら
二
十
五
歳
ま
で
、
「
働
印
」
と
は
二
十
六
歳
か
ら
三
十
歳
ま
で
の
同
苗
の
勤
務
資
格
を
さ
す
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
両
者
の
み
に
出
勤
日
数
に
よ
っ
て
出
勤
料
を
支
給
し
た
の
は
、
彼
ら
の
年
齢
が
未
だ
習
学
期
間
で
あ
り
、
先
掲
の
「
内
用
記
」
に
あ

る
よ
う
に
、
出
勤
へ
の
励
み
と
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
三
十
歳
以
上
の
「
公
印
」
の
同
苗
は
元
方
役
料
・
元
方
見
習
役
料
を
支
給

さ
れ
、
そ
の
立
場
で
廻
勤
し
た
と
考
え
ら
れ
、
出
勤
料
は
支
給
さ
れ
て
い
な
い
。
ほ
か
に
元
服
前
を
「
初
印
」
、
老
分
を
「
極
印
」
と
称

し
て
い
る
が
出
勤
料
の
規
定
は
な
い
。

四

　
勤
番
制
度
は
「
同
苗
店
々
勤
方
定
目
」
に
「
同
苗
井
甥
子
共
店
々
江
指
出
し
候
義
者
、
幼
年
よ
り
家
業
体
相
覚
さ
せ
、
其
身
之
治
方
又

は
店
々
能
相
治
候
為
之
大
基
二
而
有
之
候
、
」
と
あ
る
如
く
、
ま
た
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
同
苗
子
弟
に
対
す
る
家
業
習
学
・
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
8

繕
罐
鶴
嚢
繍
縫
腔
擁
枇
籍
纒
井
家
の
事
業
が
三
都
．
松
坂
に
拡
大
碁
く
の
営
業
店
を
も
．
一

　
中
井
信
彦
氏
は
「
概
括
的
に
い
え
ば
、
三
井
家
は
、
そ
の
家
号
・
暖
簾
と
共
に
、
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
存
在
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
傾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

向
を
強
め
て
い
た
と
み
て
大
過
な
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
三
井
家
同
苗
の
経
営
上
の
役
割
に
つ
い
て
否
定
的
な
評
価
を
さ
れ
て
い
る
。

　
同
苗
を
店
務
分
掌
の
重
荷
か
ら
解
放
す
る
目
的
で
店
方
制
度
を
と
り
入
れ
た
以
上
、
上
級
奉
公
人
が
経
営
上
果
す
役
割
の
高
ま
り
に
反

比
例
し
て
同
苗
の
果
す
経
営
上
の
役
割
が
あ
る
程
度
低
下
す
る
の
は
当
然
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
三
井
家
同
苗
は
た
と
え
形
式
的
で
あ

っ
た
に
せ
よ
大
元
方
を
通
し
て
経
営
に
参
画
し
た
の
で
あ
り
、
事
業
統
轄
者
の
立
場
と
し
て
一
通
り
の
知
識
・
実
務
に
通
じ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
店
務
《
た
ず
さ
わ
る
こ
と
な
く
商
人
と
し
て
の
知
識
・
実
務
に
修
熟
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
ま

た
事
業
統
轄
者
と
し
て
存
在
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
か
ら
設
け
ら
れ
た
の
が
動
番
制
度
で
あ
っ



た
。　

し
か
し
な
が
ら
勤
番
制
度
に
よ
っ
て
経
営
者
と
し
て
教
育
さ
れ
た
同
苗
た
ち
す
べ
て
が
、
現
実
に
そ
の
能
力
を
経
営
に
発
揮
し
得
た
か

に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
疑
問
で
あ
る
。
元
文
期
以
降
、
三
井
家
の
事
業
は
幕
府
・
諸
藩
の
「
御
用
」
事
業
を
除
け
ば
ほ
ぼ
固
定
し
、
経
営

組
織
も
確
立
し
て
い
た
。
ま
た
経
済
情
勢
も
田
沼
期
・
寛
政
期
・
化
政
期
・
天
保
期
な
ど
の
諸
画
期
に
は
多
少
の
変
動
は
み
ら
れ
る
が
、

経
済
構
造
そ
の
も
の
ま
で
大
き
く
変
化
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
同
苗
が
勤
番
に
よ
っ
て
修
得
し
た
知
識

や
実
務
を
発
揮
せ
ず
と
も
、
店
則
な
ど
諸
規
定
に
従
っ
て
上
級
奉
公
人
が
経
営
を
担
当
し
て
い
れ
ば
三
井
家
の
事
業
は
安
定
し
て
い
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
我
々
共
迄
は
三
代
之
事
故
、
右
仕
方
之
通
二
是
迄
相
勤
来
候
、
」
（
同
苗
店
々
勤
方
定
目
）
と
あ
る
如
く
、
三
井

家
同
苗
は
創
業
期
の
同
苗
が
作
り
上
げ
た
経
営
体
制
に
拠
っ
て
い
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
勤
番

制
度
を
通
じ
て
経
営
者
と
し
て
の
能
力
を
評
価
さ
れ
て
上
級
奉
公
人
と
と
も
に
経
営
に
あ
た
っ
た
数
人
の
同
苗
を
除
く
他
の
同
苗
に
事
業

統
轄
者
と
し
て
の
能
力
を
発
揮
す
る
必
要
は
な
く
、
現
実
の
店
務
に
つ
い
て
も
形
式
的
な
勤
務
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
勤
番
制
度
を
無
意
味
な
形
式
的
な
も
の
と
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
元
方
に
お
い
て
事
業
統
轄
に
あ
た
る
べ
き
同
苗
の

養
成
・
選
別
制
度
で
あ
る
こ
と
は
明
き
ら
か
で
あ
り
、
た
と
え
経
営
上
同
苗
が
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
勤
番
制
度
に

よ
っ
て
店
務
等
に
修
熟
し
た
同
苗
の
存
在
は
、
一
部
の
同
苗
・
上
級
奉
公
人
の
経
営
独
裁
を
防
止
し
、
事
業
の
安
定
・
維
持
に
寄
与
す
る

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
註
　
本
稿
で
用
い
た
史
料
は
財
団
法
人
三
井
文
庫
所
蔵
三
井
家
記
録
文
書
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
　
拙
稿
「
江
戸
幕
府
大
坂
御
為
替
に
つ
い
て
」
（
日
本
歴
史
二
八
三
号
）
参
照

　
　
（
2
）
　
青
蛙
房
版
二
〇
三
頁

　
　
（
3
）
　
「
社
会
経
済
史
学
」
二
〇
1
一

　
　
（
4
）
　
三
井
文
庫
編
「
三
井
事
業
史
資
料
編
＝
十
五
頁
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安
岡
重
明
「
財
閥
形
成
史
の
研
究
」
二
一
七
～
二
一
八
頁

三
井
家
編
纂
室
編
「
稿
本
三
井
家
史
料
（
新
町
家
二
代
高
方
）
」
七
十
五
頁

「
三
井
事
業
史
資
料
編
一
」
一
～
十
六
頁

三
井
家
記
録
文
書
本
九
四
八

「
稿
本
三
井
家
史
料
（
新
町
家
三
代
高
弥
）
」
参
照
・

三
井
家
記
録
文
書
本
一
三
六
四

同
右
続
一
一
五
一

同
右
　
本
九
二
五

「
三
井
家
の
経
営
」
（
「
社
会
経
済
史
学
」
三
十
一
ー
六
）
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